
 

水浴場水質判定の新基準 

 

１．「判定基準」については、以下の表に基づき次のとおりとする。 

 (1)大腸菌数、油膜の有無又は透明度のいずれかの項目が、表の「不適」に該当する水浴場を、「不

適」な水浴場とする。 

 (2)表の「不適」に該当しない水浴場について、大腸菌数、油膜の有無及び透明度の項目ごとに、「水

質ＡＡ」、「水質Ａ」、「水質Ｂ」又は「水質Ｃ」の判定を行い、これらの判定を踏まえ、以下によ

り該当水浴場の水質判定を行う。 

• 各項目の全てが「水質ＡＡ」である水浴場を「水質ＡＡ」とする。 

• 各項目の全てが「水質Ａ」以上である水浴場を「水質Ａ」とする。 

• 各項目の全てが「水質Ｂ」以上である水浴場を「水質Ｂ」とする。 

• これら以外のものを「水質Ｃ」とする。 

また、この判定により「水質ＡＡ」、「水質Ａ」又は「水質Ｂ」となった水浴場を「適」、「水質Ｃ」

となった水浴場を「可」とする。 

  

     項目 

区分 
大腸菌数 ※1 油膜の有無 透明度 ※2 

適 

水質ＡＡ 20 CFU/100mL 以下 
油膜が認めら

れない 

全 透 

（または 1 m 以上） 

水質Ａ 100 CFU/100mL 以下 
油膜が認めら

れない 

全 透  

（または 1 m 以上） 

水質Ｂ 300 CFU/100mL 以下 
常時は油膜が

認められない 

1 m 未満 

～50 cm 以上 

可 水質Ｃ 
最大値 300 CFU/100mL を超えるもの 

かつ 幾何平均値 100 CFU/100mL 以下 

常時は油膜が

認められない 

1 m 未満 

～50 cm 以上 

不適 

最大値 300 CFU/100mL を超えるもの 

かつ 幾何平均値 100 CFU/100mL を超

えるもの 

常時油膜が認

められる 
50 cm 未満 ※3 

（注）※1： 大腸菌数の判定は、同一水浴場に関して得た測定値の最大値による。ただし、最大値が 300 
CFU/100mL を超過した場合においても、同一水浴場で複数回調査を実施した結果の幾何平均

値が 100 CFU/100mL 以下であれば水質Ｃ「可」とする。なお、幾何平均値を求める際に、個

別の測定値が報告下限値未満の場合については、報告下限値の数値として取扱い、幾何平均値

を計算する。 

※2： 透明度の判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。 

※3： 透明度（※3 の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができ

る。 

 

２． 「改善対策を要するもの」については、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する水浴場とする。 

（１） 「水質Ｃ」と判定されたもの。 

（２） 油膜が認められたもの。 
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